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(57)【要約】
【課題】加工工程の追加によらず、かつ、パネルまたは
扉の厚みの増加を伴わずに、たわみやひねりを効果的に
防止できる電気機器収納用箱体パネルまたは、電気機器
収納用箱体用扉を提供する。
【解決手段】端部に１回または２回の折り曲げ加工辺を
形成した平面板により構成される電気機器収納用箱体パ
ネルまたは、電気機器収納用箱体用扉１において、当該
折り曲げ加工辺である側板３や後板4に、熱硬化性発泡
樹脂製の強化層５を設けた。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　端部に折り曲げ加工辺を形成した平面板により構成される電気機器収納用箱体パネルま
たは電気機器収納用箱体用扉において、
　当該折り曲げ加工辺に熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とする電気機器
収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉。
【請求項２】
　平面板と、
　平面板の端部に、垂直に折り曲げ加工を施して形成した側板と、
を有する電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において、
　側板に熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とする請求項１記載の電気機器
収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉。
【請求項３】
　側板長手方向に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とする請求項２記載
の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉。
【請求項４】
　側板の端部に更に、平面板と水平方向の折り曲げ加工を施して形成した後板を有し、
　その後板の長手方向にも、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とする請求
項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉。
【請求項５】
　平面板端部の長手方向に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とする請求
項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉。
【請求項６】
　平面板の角部を頂点として、
　該平面板上の直角三角形の斜辺を構成する位置に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設け
たことを特徴とする請求項２記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体
用扉。
【請求項７】
　平面板の角部を頂点として、
　該平面板上の直角三角形の斜辺を構成する位置に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設け
たことを特徴とする請求項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体
用扉。
【請求項８】
　隣接する垂直側板と水平側板に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とす
る請求項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉。
【請求項９】
　平面板と、
　平面板の端部に、垂直に折り曲げ加工を施して形成した側板と、
側板の端部に更に平面板と水平方向の折り曲げ加工を施して形成した後板と、
を有する電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において、
　後板の長手方向に熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とする電気機器収納
用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉に関するものである
。
【背景技術】
【０００２】
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　電気機器収納用箱を構成するパネルまたは扉は、一般に薄い鋼板によって構成される。
このようなパネルまたは扉においては、パネルまたは扉の撓みやひねりが問題となる。こ
のような薄い鋼板からなるパネルまたは扉の撓み等を防止するためには、曲げモーメント
に抵抗可能なフランジを設ける手段が有効であり、例えば図１に示すようにパネルの周縁
部に折り曲げ加工を施して、折り曲げ加工部分同士（図１のＲ部分）を接合する技術が開
示されている（特許文献１）。
【０００３】
　その他のパネルまたは扉の撓み等を防止する手段としては、パネルまたは扉の周縁部の
折り曲げ加工数を増加する、フランジ幅を大きくとる、鉄板自体を厚くする、鋼板を補強
材として用いる、等の技術が採用されている。
【０００４】
　しかし、フランジのＲ部分を溶接する工程やフランジの折り曲げ加工数の増加工程等、
加工工程を追加した場合には、製造コストが上昇する問題があった。また、フランジ幅を
大きくとったり、鉄板自体を厚くしたり、鉄板厚の増加鋼板性の補強材の併用した場合に
は、パネルまたは扉が大型化する問題があった。
【特許文献１】特開２００８－１９２６９８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、前記問題を解決し、加工工程の追加によらず、かつ、パネルまたは扉
の厚みの増加を伴わずに、撓みやひねりを効果的に防止できる電気機器収納用箱体パネル
または電気機器収納用箱体用扉を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するためになされた本発明は、端部に折り曲げ加工辺を形成した平面板
により構成される電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において、当
該折り曲げ加工辺に熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とするものである。
【０００７】
　請求項２記載の発明は、平面板と、平面板の端部に、垂直に折り曲げ加工を施して形成
した側板とを有する電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において、
側板に熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とするものである。
【０００８】
　請求項３記載の発明は、請求項２記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納
用箱体用扉において、側板長手方向に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴
とするものである。
【０００９】
　請求項４記載の発明は、請求項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納
用箱体用扉において、側板の端部に更に、平面板と水平方向の折り曲げ加工を施して形成
した後板を有し、その後板の長手方向にも、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを
特徴とするものである。
【００１０】
　請求項５記載の発明は、請求項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納
用箱体用扉において、平面板端部の長手方向に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたこ
とを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項６記載の発明は、請求項２記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納
用箱体用扉において、平面板の角部を頂点として、該平面板上の直角三角形の斜辺を構成
する位置に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項７記載の発明は、請求項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納
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用箱体用扉において、平面板の角部を頂点として、該平面板上の直角三角形の斜辺を構成
する位置に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とするものである。
【００１３】
　請求項８記載の発明は、請求項３記載の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納
用箱体用扉において、隣接する垂直側板と水平側板に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設
けたことを特徴とするものである。
【００１４】
　請求項９記載の発明は、平面板と、平面板の端部に、垂直に折り曲げ加工を施して形成
した側板と、側板の端部に更に平面板と水平方向の折り曲げ加工を施して形成した後板と
、を有する電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において、後板の長
手方向に熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉は、端部に折り
曲げ加工辺を形成した平面板により構成され、当該折り曲げ加工辺に熱硬化性発泡樹脂製
の強化層を設けたものである。
【００１６】
　本発明に係る電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において、強化
層として使用する熱硬化性発泡樹脂は、加熱により発泡化されて硬化する特性を有する。
したがって、パネルまたは扉の目的箇所に樹脂を貼付する段階では、樹脂が柔軟性を有し
ている。本発明にかかる電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉の製造
方法としては、このような特性の熱硬化性発泡樹脂の貼り付け作業を、従来のパネルまた
は扉の加工工程に組み込むだけよく、製造ラインに追加の加工工程を増設する必要がない
。
【００１７】
　また、本発明に係る電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において
、強化層として使用する熱硬化性発泡樹脂は、比重が小さい特性を有するため、パネルま
たは扉の重量の増加を伴わずに、撓みやひねりを効果的に防止することができる。
【００１８】
　本発明に係る電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉は、前記特性を
有する熱硬化性発泡樹脂からなる強化層を、前記の折り曲げ辺に設けることにより、パネ
ルまたは扉に働く曲げモーメントに抵抗可能となり、パネルまたは扉の撓みやひねりを効
果的に防止することができる。
【００１９】
　請求項２記載の発明のように、電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用
扉が、平面板と、平面板の端部に、垂直に折り曲げ加工を施して形成した側板とを有する
場合、パネルまたは扉の側板に、熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けることにより、パネ
ルまたは扉に働く曲げモーメントに抵抗可能となり、パネルまたは扉の撓みやひねりを効
果的に防止することができる。
【００２０】
　請求項３記載の発明のように、強化層として使用する熱硬化性発泡樹脂を、側板長手方
向に、帯状に付を行うことにより、パネルまたは扉に働く曲げモーメントに抵抗可能とな
り、パネルまたは扉の撓みやひねりを効果的に防止することができる。
【００２１】
　請求項４または５記載の発明のように、強化層として使用する熱硬化性発泡樹脂を、パ
ネルまたは扉の側板の他に、パネルまたは扉の平面板端部や、パネルまたは扉の後板にも
、合わせて貼付を行うことにより、パネルまたは扉に働く曲げモーメントに抵抗可能とな
り、パネルまたは扉の撓みやひねりを効果的に防止することができる。
【００２２】
　なお、電気機器収納用箱体扉の垂直側板端部に蝶番取り付け部分を有する部分があり、
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側面長手方向に連続して熱硬化性発泡樹脂を設けることができない場合には、請求項６ま
たは７記載の発明のように、平面板の角部に、帯状の熱硬化性発泡樹脂を貼付し、該帯状
の熱硬化性発泡樹脂を、蝶番取り付け部分を回避しつつ、該蝶番取り付け部分を有する垂
直側板と、該該蝶番取り付け部分に隣接する水平側板とを覆う位置まで到達可能な長さを
有するようにすることにより、電気機器収納用箱体扉に働く曲げモーメントに抵抗可能と
なり、パネルの撓みやひねりを効果的に防止することができる。
【００２３】
　請求項８記載の発明のように、隣接する垂直側板と水平側板に、帯状の熱硬化性発泡樹
脂を一体貼付することにより、パネルまたは扉に働く曲げモーメントに抵抗可能となり、
パネルの撓みやひねりを効果的に防止することができる。
【００２４】
　なお、電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉が、平面板の端部に、
垂直に折り曲げ加工を施して形成した側板と、側板の端部に更に平面板と水平方向の折り
曲げ加工を施して形成した後板とを有する場合には、請求項９記載の発明のように、前記
特性を有する熱硬化性発泡樹脂からなる強化層を、後板の長手方向に設けることによって
も、パネルまたは扉に働く曲げモーメントに抵抗可能となり、パネルまたは扉の撓みやひ
ねりを効果的に防止することができる。また、強化層5の貼付位置が通常では見えにくく
、美観に優れるものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、平面板と、平面板の端部に垂直に折り曲げ加工を施して形成した側板と、側板の
端部に更に平面板と水平方向の折り曲げ加工を施して形成した後板を有する電気機器収納
用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体用扉において、少なくとも側板に熱硬化性発泡樹
脂製の強化層を設けたものを第一の発明とし、後板にのみ熱硬化性発泡樹脂からなる強化
層を備えるものを第二の発明として、これらの各発明につき、図面を用いて詳細に説明す
る。なお、第一の発明は、実施形態１～６の各実施形態として説明する。
【００２６】
（第一の発明：実施形態１）
　図２には、第一の発明の実施形態１に係る電気機器収納用箱体パネル及び電気機器収納
用箱体扉を採用した電気機器収納用箱体の全体図を示している。図２に示すように、電気
機器収納用箱体扉１は、平面板２と、平面板２の端部に垂直に折り曲げ加工を施して形成
した側板３と、側板３の端部に更に平面板１と水平方向の折り曲げ加工を施して形成した
後板４とを有し、側板3と後板4とで折り曲げ辺を形成している。本発明に係る電気機器収
納用箱体パネルは、側板３に熱硬化性発泡樹脂製の強化層を設けたものである。図３は本
発明の第１の実施形態における、強化層設置部の拡大図を示している。
【００２７】
　本発明に係る電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体扉における強化層と
しては、例えばエポキシ樹脂発泡タイプの鋼板強化層を使用した。当該エポキシ樹脂発泡
タイプの鋼板強化層は、図９に示すように、ガラスクロス製の拘束層６とエポキシ樹脂製
の発泡硬化層７から構成される。ただし発泡硬化層７の構成材料は、エポキシ樹脂に限定
されず合成ゴムであってもよい。当該強化層５は、加熱により発泡硬化する特徴を有し、
発泡前は柔軟性を有している。当該強化層５は、図９に示すように、剥離ライナー８を剥
離した後、粘着性を有する剥離面をパネルの目的箇所に貼り付け、その後、加熱を行うこ
とにより発泡硬化させることができるものである。従って、パネルの様々な形状の位置に
容易に接着させることができ、作業性に優れる。
【００２８】
　一般に、電気機器収納用箱体パネル及び電気機器収納用箱体扉は、プレス成型の後、電
着塗装と粉体塗装とからなる塗装工程を経て製造される。当該塗装工程においては、電着
塗装の後、加熱により塗装を焼き固めている。従って、本発明の電気機器収納用箱体パネ
ルまたは扉の製造工程において、プレス成型後に当該強化層を貼付し、その後、電着塗装
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の加熱工程で、塗装の焼き固めと同時に当該強化層を発砲硬化させれば良い。このように
、本発明の電気機器収納用箱体パネルまたは電気機器収納用箱体扉は、別途追加工程を付
加することなく、パネルまたは扉の補強効果を実現可能としたものである。
【００２９】
（第一の発明：実施形態２）
　図４には、第一の発明の実施形態２における、強化層設置部の拡大図を示している。第
２の実施形態では、側板３の長手方向と後板４の長手方向とに、帯状の熱硬化性発泡樹脂
からなる強化層５を貼付している。側板３の長手方向に貼付する熱硬化性発泡樹脂からな
る強化層５と、後板４の長手方向に貼付する熱硬化性発泡樹脂からなる強化層５とを、一
体構造の強化層５とすることにより、曲げモーメントに対するパネルまたは扉の強度を更
に向上させることができる。一般に、パネルまたは扉の強度の向上のためには、側板３の
幅を増加させることが有効であることが知られているが、本実施形態のように、熱硬化性
発泡樹脂５を貼付することにより、側板３の幅を増加させずにパネルまたは扉の強度の向
上を図ることができる。
【００３０】
（第一の発明：実施形態３）
　図５には、第一の発明の実施形態３における、強化層設置部の拡大図を示している。第
３の実施形態では、側板３の長手方向と平面板２端部の長手方向とに、帯状の熱硬化性発
泡樹脂からなる強化層５を貼付している。側板３の長手方向に貼付する熱硬化性発泡樹脂
からなる強化層５と、平面板２端部の長手方向に貼付する熱硬化性発泡樹脂からなる強化
層５とを、一体構造の強化層５とすることにより、曲げモーメントに対するパネルまたは
扉の強度を更に向上させることができる。
【００３１】
（第一の発明：実施形態４）
　図６には、第一の発明の実施形態４における、強化層設置部の拡大図を示している。図
１０には、本実施形態のパネルまたは扉から構成される電気機器収納用箱体の全体図を示
している。第４の実施形態は、特に垂直側板３a端部に蝶番取り付け部分１１を有する扉
を対象としている。このような垂直側板３a端部の蝶番取り付け部分１１には、熱硬化性
発泡樹脂からなる強化層5を設置することができない。このような場合、第４の実施形態
では、平面板2の角部９を頂点として、該平面板上の直角三角形の斜辺１０を構成する位
置に帯状の熱硬化性発泡樹脂からなる幅拾の強化層５を設置し、当該幅拾の強化層５を、
垂直側板３aから水平側板３ｂまでを覆う一体構造の強化層５とすることができる。この
ように幅拾の強化層５を設置することにより、電気機器収納用箱開閉手段を構成し蝶番取
り付け部分１１を有する扉に働く曲げモーメントを効果的に分散し、扉の撓みやひねりを
防止することができる。
【００３２】
（第一の発明：実施形態５）
　図７には、第一の発明の実施形態５における、強化層設置部の拡大図を示している。図
１１には、本実施形態のパネルまたは扉から構成される電気機器収納用箱体の全体図を示
している。第５の実施形態は、第４の実施形態と同様に、特に垂直側板３a端部に蝶番取
り付け部分１１を有する扉を対象としている。第５の実施形態では、平面板２の角部９を
頂点として、該平面板上の直角三角形の斜辺１０に該当する位置に帯状の熱硬化性発泡樹
脂からなる強化層５を設置し、更に、側板３の長手方向と後板４の長手方向とに、帯状の
熱硬化性発泡樹脂からなる強化層５を延長させて設置することにより、電気機器収納用箱
開閉手段を構成し蝶番取り付け部分１１を有する扉に働く曲げモーメントを効果的に分散
し、扉の撓みやひねりを防止することができる。
【００３３】
（第一の発明：実施形態６）
　図８には、第一の発明の実施形態６における、強化層設置部の拡大図を示している。第
６の実施形態では、隣接する垂直側板３ａと水平側板３ｂに、帯状の熱硬化性発泡樹脂か
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らなる一体構造の強化層５を設置したことにより、曲げモーメントに対するパネルまたは
扉の強度を更に向上させることができる。
【００３４】
（第二の発明）
　図１２には、第二の発明における、強化層設置部の拡大図を示している。第二の発明は
、後板４の長手方向に選択的に、帯状の熱硬化性発泡樹脂からなる強化層５を貼付したも
のである。このようなものでは強化層5の貼付位置が通常では見えにくく、美観に優れる
ものである。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】従来のパネルを示した説明図である。
【図２】電気機器収納用箱体の全体図
【図３】第一の発明の実施形態１における、強化層設置部の拡大図
【図４】第一の発明の実施形態２における、強化層設置部の拡大図
【図５】第一の発明の実施形態３における、強化層設置部の拡大図
【図６】第一の発明の実施形態４における、強化層設置部の拡大図
【図７】第一の発明の実施形態５における、強化層設置部の拡大図
【図８】第一の発明の実施形態６における、強化層設置部の拡大図
【図９】熱硬化性発泡樹脂からなる強化層の説明図
【図１０】第一の発明の実施形態４のパネル又は扉から構成される電気機器収納用箱体の
全体図
【図１１】第一の発明の実施形態５のパネル又は扉から構成される電気機器収納用箱体の
全体図
【図１２】第二の発明の強化層設置部の拡大図
【符号の説明】
【００３６】
１　電気機器収納用箱体扉
２　平面板
３　側板
３ａ　垂直側板
３ｂ　水平側板
４　後板
５　熱硬化性発泡樹脂からなる強化層
６　拘束層
７　発泡硬化層
８　剥離ライナー
９　平面板2の角部
１０　平面板上の直角三角形の斜辺
１１　蝶番取り付け部分
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